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最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶表示装置のバックライトランプ用アース線及びその取付構造

(57)【要約】
【課題】バックライトランプ周辺の省スペース化を低コ
ストで実現することの可能な、液晶表示装置のバックラ
イトランプ用アース線として好適なテープ状電線と、そ
の取付構造を提供すること。
【解決手段】液晶表示装置のバックライトランプ用アー
ス線として使用される電線であって、該電線は、片面に
離型紙を有する両面粘着テープと保護部材との間に絶縁
被覆電線が挟持された厚さ１．０ｍｍ以下のテープ状電
線から構成されていることを特徴とする液晶表示装置の
バックライトランプ用アース線。テープ状電線の離型紙
を剥がし、両面粘着テープの粘着面を液晶表示装置のバ
ックライトランプを固定保持するリフレクターの背面長
手方向に沿って貼り付けたことを特徴とする液晶表示装
置のバックライトランプ用アース線の取付構造。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  液晶表示装置のバックライトランプ用ア
ース線として使用される電線であって、該電線は、片面
に離型紙を有する両面粘着テープと保護部材との間に絶
縁被覆電線が挟持された厚さ１．０ｍｍ以下のテープ状
電線から構成されていることを特徴とする液晶表示装置
のバックライトランプ用アース線。
【請求項２】  請求項１記載のテープ状電線の離型紙を
剥がし、両面粘着テープの粘着面を液晶表示装置のバッ
クライトランプを固定保持するリフレクターの背面長手
方向に沿って貼り付けたことを特徴とする液晶表示装置
のバックライトランプ用アース線の取付構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、例えば、ノート型
パーソナルコンピュータや日本語ワードプロセッサに用
いられる液晶表示装置のバックライトランプ用アース線
として好適に使用することが可能なテープ状電線と、そ
の取付構造に係り、特に、バックライトランプ周辺の省
スペース化を低コストで実現したものに関する。
【０００２】
【従来の技術】液晶表示装置（ＬＣＤ）は、厚さが薄
く、消費電力も少ないことからノート型パーソナルコン
ピュータや日本語ワードプロセッサに広く普及している
が、ブラウン管と異なって発光しないため、外光量が少
なかったり採光状態が悪いと表示が極端に見づらくなっ
てしまう。そこで、比較的電源に余裕がある機器或いは
交流電源を用いる機器においては、外光量や採光状態に
かかわらず表示が見えるように、背面側に照明源として
バックライトランプを設置している。このバックライト
ランプには、通常、十分な光量が得られるとともに、発
熱量が少なく長寿命であるという特徴を持つ冷陰極蛍光
ランプが用いられている。この冷陰極蛍光ランプは、通
常の照明用蛍光ランプを超小型化した構造を有してお
り、その電極にＤＣ－ＡＣコンバータ等で昇圧して得た
ＡＣ１ｋＶ以上の高電圧を印加して発光させている。
【０００３】近年、液晶表示装置には、益々の薄型化及
び小型化が要請されており、これに伴いバックライトラ
ンプが小型化、細径化されるとともに、バックライトラ
ンプ周辺、特に、バックライトランプを固定保持するリ
フレクター付近のスペース削減が強く要求されている。
このような省スペース化の要求に応えるためには、バッ
クライトランプに接続されて使用される高圧側リード線
やアース側のリード線（アース線）を細径化することが
考えられるが、高圧側リード線は、耐電圧特性との関係
から現状以上の細径化が困難であるため、アース線を細
径化することが望まれている。リフレクター付近のスペ
ース削減を考慮した場合、アース線の外径としては、
１．０ｍｍ以下程度であることが望ましい。
【０００４】従来、この種のアース線としては、例え
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ば、片面に粘着剤層を有するガラスエポキシ樹脂シー
ト、ポリイミド樹脂フィルム、ポリエステル樹脂フィル
ムなどの絶縁基板上に、接着剤を介してアルミ箔、錫め
っき銅箔等からなる箔状導体が積層され、更にその上面
にポリイミド樹脂フィルム、ポリエステル樹脂フィルム
などの絶縁保護部材が積層一体化されてなる厚さ０．３
～１．０ｍｍ程度のフラット電線が用いられており、こ
のフラット電線は、バックライトランプを固定保持する
リフレクターの背面長手方向に沿って貼り付けられてい
る。
【０００５】この種のフラット電線は、箔状導体の両端
に半田等を用いて別のリード線が接続され、熱収縮チュ
ーブ等の被覆によって適宜に絶縁処理が施された後、そ
れらの端末部がバックライトランプの電極部及びインバ
ータ回路基板にそれぞれ半田付けにより接続されて実使
用に供される。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来のアース線においては次のような問題点があった。つ
まり、従来アース線として使用されているフラット電線
は、その構造上、導体部（箔状導体）をバックライトラ
ンプの電極部及びインバータ回路基板に直接接続するこ
とができず、わざわざ別のリード線を使用しなければな
らなかった。フラット電線の両端に別のリード線を接続
する場合には、上述したように、半田付け作業や絶縁処
理作業などの煩雑な作業が必要になるため作業性が非常
に悪く、部品点数の増加とも相俟って製造コストが大幅
に上昇してしまう。フラット電線は、生産性が悪く電線
自体の価格も非常に高価であることから、コスト面で実
用上大きな障害となっていた。
【０００７】又、従来のフラット電線は、それ自体の厚
さは１．０ｍｍ以下と薄いのであるが、リード線との接
続部分は半田や熱収縮チューブの存在によって厚さが
１．０ｍｍを超えてしまう場合があった。これでは、厚
さの薄いフラット電線を使用する意味が無くなってしま
う。今後、液晶表示装置は、益々薄型化及び小型化して
いくことが予想されることから、それらの事情を考慮し
た場合、アース線は全長にわたって細径、薄肉である必
要がある。
【０００８】本発明はこのような点に基づいてなされた
もので、その目的とするところは、バックライトランプ
周辺の省スペース化を低コストで実現することの可能
な、液晶表示装置のバックライトランプ用アース線とし
て好適なテープ状電線と、その取付構造を提供すること
にある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するべく
本発明による液晶表示装置のバックライトランプ用アー
ス線は、液晶表示装置のバックライトランプ用アース線
として使用される電線であって、該電線は、片面に離型
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紙を有する両面粘着テープと保護部材との間に絶縁被覆
電線が挟持された厚さ１．０ｍｍ以下のテープ状電線か
ら構成されていることを特徴とするものである。
【００１０】又、本発明の他の態様による液晶表示装置
のバックライトランプ用アース線の取付構造は、上記の
テープ状電線の離型紙を剥がし、両面粘着テープの粘着
面を液晶表示装置のバックライトランプを固定保持する
リフレクターの背面長手方向に沿って貼り付けたことを
特徴とするものである。
【００１１】
【発明の実施の形態】本発明で使用される絶縁被覆電線
は、導体の周上に絶縁被覆が施された構成のものであ
る。導体材料としては、例えば、通常の銅線又は銅合金
線の他、所定量の錫を含有させた錫入り銅線又は錫入り
銅合金線、更には、これらの表面にニッケルめっきや錫
めっきを施したものなどが挙げられる。絶縁被覆材料と
しては、例えば、架橋塩化ビニル樹脂、架橋ポリエチレ
ン、テトラフルオロエチレン－ヘキサフルオロプロピレ
ン共重合体（ＦＥＰ）、エチレン－テトラフルオロエチ
レン共重合体（ＥＴＦＥ）、ポリフッ化ビニリデン（Ｐ
ＶＤＦ）などのフッ素樹脂などが挙げられる。これらの
絶縁被覆材料は、いずれも０．２５ｍｍ以下の薄肉での
被覆が可能であることから、例えば、仕上外径１．０ｍ
ｍ以下の細径の絶縁被覆電線を得ることができる。
【００１２】本発明では、上記の絶縁被覆電線を、片面
に離型紙を有する両面粘着テープと保護部材との間に挟
持してテープ状電線とする。両面粘着テープとしては、
例えば、アクリル系粘着テープなどが挙げられる。又、
保護部材としては、例えば、ポリイミド樹脂フィルム、
ポリエステル樹脂フィルムなどの有機高分子フィルム、
アルミ箔、ステンレス箔等の金属箔、紙、不織布などが
挙げられる。これらは、各種市販されているので、それ
らの中から、使用する絶縁被覆電線の外径などを考慮し
て薄肉のものを適宜に選択すれば良い。
【００１３】尚、テープ状電線を製造する場合には、例
えば、当該出願人保有の特許、特許第１４３６０６４号
（特公昭６２－４４３９４号公報）、発明の名称「加熱
板の製造方法」に開示された方法を好適に採用すること
ができる。この方法を採用すれば、任意の長さのテープ
状電線を優れた生産性をもって製造することができる。
【００１４】上記のようにして構成されるテープ状電線
は、その厚さが長さ方向全長にわたって１．０ｍｍ以下
と薄く、又、従来のフラット電線のように、別のリード
線を使用しなくても直接バックライトランプの電極部及
びインバータ回路基板に接続することができる。更に、
大量生産が可能であるため、電線自体の価格を大幅に低
減することができる。従って、このテープ状電線を、液
晶表示装置のバックライトランプ用アース線として使用
すれば、バックライトランプ周辺の省スペース化を低コ
ストで実現することが可能になる。
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【００１５】
【実施例】以下、本発明の一実施例を説明する。尚、こ
の実施例は、本発明をノート型パーソナルコンピュータ
に用いられている液晶表示装置のバックライトランプ用
アース線に適用することを想定したものである。
【００１６】まず、素線径０．０８ｍｍの錫めっき錫入
り銅合金線（ＴＡ－ＳＮＣＣ－３）１９本を撚り合わせ
た外径０．４ｍｍ、ＡＷＧ＃２８の導体周上に、絶縁被
覆として、エチレン－テトラフルオロエチレン共重合体
（ＥＴＦＥ）を０．２０５ｍｍの肉厚で押出成形した仕
上外径０．８１ｍｍのフッ素樹脂被覆絶縁電線を用意し
た。
【００１７】次に、このフッ素樹脂被覆絶縁電線を長さ
４５０ｍｍにカットし、両端末部の絶縁被覆約３ｍｍを
ワイヤストリッパーによってストリップして導体を露出
させた。そして、露出した導体の一端に黄銅製の圧着端
子をかしめ接続した後、特許第１４３６０４号（特公昭
６２－４４３９４号公報）に開示された方法を用いて、
片面に離型紙を有する長さ３００ｍｍ、幅８ｍｍ、厚さ
０．１ｍｍのアクリル系両面粘着テープと、長さ３００
ｍｍ、幅８ｍｍ、厚さ０．０４ｍｍのアルミ箔（保護部
材）との間に直線的パターンを保持した状態で挟持して
厚さ０．９５ｍｍのテープ状電線を得た。尚、この際、
両面粘着テープとアルミ箔の間から外部に導出されるフ
ッ素樹脂被覆絶縁電線の長さは、インバータ回路基板と
接続する側（圧着端子側）が１４０ｍｍ、バックライト
ランプの電極部と接続する側が１０ｍｍとなるように設
定した。
【００１８】本実施例では、上記のようにして得られた
テープ状電線を、外径２．０ｍｍ、長さ３３０ｍｍの冷
陰極蛍光ランプ２本を並行に固定保持した長さ３４０ｍ
ｍ、幅８．０ｍｍで断面略Ｕ字状に形成された金属製の
リフレクターの背面長手方向に貼り付けてみた。本実施
例のテープ状電線は、離型紙を剥がすだけで極めて簡単
に装着することができた。尚、バックライトランプの電
極部との接続は半田付けにより行い、インバータ回路基
板との接続は、ハウジングに圧着端子を嵌合させること
によって行った。
【００１９】尚、本発明は、上記の実施例に限定される
ものではない。例えば、上記の実施例では、絶縁被覆電
線としてフッ素樹脂被覆絶縁電線を用いたが、それ以外
の絶縁被覆電線を用いても良い。又、保護部材としても
アルミ箔に限らず、ポリイミド樹脂フィルムやポリエス
テル樹脂フィルムなどであっても良い。又、上記の実施
例は、液晶表示装置のバックライトランプ用アース線へ
の適用を想定したものであるため、両面粘着テープとア
ルミ箔との間には絶縁被覆電線のみを挟持した構成とし
たが、例えば、絶縁被覆電線に加えて絶縁被覆コード状
ヒータを挟持した構成とすれば、バックライトランプの
低温時における発光速度の低下や発光輝度の低下を防止
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するための低温補償用ヒータとしての機能も付加するこ
とができる。
【００２０】
【発明の効果】以上詳述したように本発明によるテープ
状電線は、その厚さが１．０ｍｍ以下と薄く、又、従来
のフラット電線のように、わざわざ別のリード線を使用

6
しなくても直接バックライトランプの電極部及びインバ
ータ回路基板に接続することができる。又、電線自体の
価格も安価である。従って、このテープ状電線を、液晶
表示装置のバックライトランプ用アース線として使用す
れば、バックライトランプ周辺の省スペース化を低コス
トで実現することが可能になる。
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